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書式第 3号の①  (法第 44条・51条関′係)

認定基準等チェック表  (第 1表 相対値基準 口原則用)

(えコほ|1事円D
・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前2年 (初回のみ2年、更新は5年)内に終了した各事業年度

のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、3月決昴法人が令和5年 7月 に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行つていなIナれば、実績判定期間

は初めて認定を受ける法人の場合は令和3年 4月 1日から令和5年 3月 31日 (更新時は5事業年度)となります。
・ チェック欄には、この表の各欄D記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック1馳 にチェックを繊 してくだ

さい (第 2表以下についても同様です。).

・ (3こついては、′1ウ:点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非増禾:蛭置法人多摩子ども劇場 実績判定期間 平成Ю 年4月 1日 ～令和 5年 3月 31日

1 経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が実績判定期間 (下記注意事項参照)にお
いて5分の1(20%)以上であること。

チ ェ ック欄

ノ

実 績 判 定 期 間

経 常 収 入 金 額 (Oの 金 額 ) ① 0,■B536円

寄 附 金 等 収 入 金 額 (Oの 金 額 ) ② 14,762,571円

基準となる割合  (②÷①) ③ %.ハ%

総 収 入 金 額 ⑦ 215,278,739円

国の補助金等の金額 (②欄に金額の記載がある場合は、記入不面D ④ 0円

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額 ⑫ 174523,316円

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされて

いる場合の負担金額
○

0円

資産の売却収入で臨時的なものの金額 ④ 0円

遺贈により受け入れた寄附金等のうち基瑠限度超過額に相当する
`金

額 (付表1(相対値

基準 。原員1月)①欄の「( )」 )

②
0円

○
5∞ 円

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合計

額が1千円未満のものの額 (付表1(相対値基準・原貝1月)(DD

②

“

,“7円

寄附者の氏名 (法人の名称)等が明らかでない寄附金額 (付表1(相対値基準。原則用)

◎D
0円

控

除

金

額

休眠預金等交付金関係助成金 (付表1(相対値基準。原則用)(30 ②

O 知,質8536円差引金額 (0-④-0-O―④―○一〇―②―②)

受入割附金総額 (付表1(相対値基準・原則用)(DD ① 5,"1,“1円

⑫ 2(沌 117円一者当たり基準限度超過額の合計額 (付表1(相対値基準。原貝明日)(DD

②
5"円

寄附者の氏名 (法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合

計額が1千円未満のものの額 (付表 1(相対値基準 。原則用)CttD

⑫

“

,337円
寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかでない割附1金額 (付表1(相対値基準。原貝1媚 )

CttD

② 0円

控

除

金

額

休眠預金等交付金関係助成金 (付表1(相対値基準。原則用)(3働

② 4,92Q857円差引金額|(①―⑫―④―⑫―②)

① 4,920,857円会費収入 (②欄と付表2(相対値基準用)C欄のうちいずれか少ない釦詢

② 4,920,857円国の補助金等の金額 C相iの金額を限度とする。)

② 14,762,571円合計金額 (②+0+②)



書式第3号の③ (法第44条・51条関係)

受け入れた寄附金の明細表  第 1表付表 1(相対値基準・原則用)

び人2

人3

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場 実績判定期間 平成 30年 4月 1日 ～令和 5年 3月 31日

1 基準限度額の計算

に っては らかでなし

④のうち寄附者の氏名 (法人・団体にあっては、その名称)

及 び そ の 住 所 が 明 ら か で な い 寄 附 金 の 額
① 46,337円

に っては )及び が明らかな寄附金

①～③の各欄の「 ( )」 には、遺贈 (贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続

人に係る相続の開始があつたことを知つた日の翌日から 10月 以内に当腋相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈

与者から贈与 (贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。)により受け入れた寄附金の額を記載してください。

W

｀ ノ

受 入 寄 附 金 総 額 ○ 5,231,861円

休 眠 預 金 等 交 付 金 関 係 助 成 金 ③ 0円

基準限度額 (受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 10%相 当額 ((④ ―⑥)× 10%))
◎ 523,186円

基準限度額 (受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の50%相当額 ((④―③)× 50%))
◎ 2,615,930円

②
①欄と◎ (特定公益増進

法人、認定特定非営利活

動法人については◎)欄
のいずれか少ない金額

①のうち基準限度超過
額 (①―②)

③

寄附金の合計額が 20万円

以上の役員の氏名
役職

①

寄附金額

(

100

352 円

円186

(

(

(

(

)

(

(

)

186円

186円

)

700円

)

100円

)

226,700円

(      )
0円

(      )
0円

( )

(

(

381

1

0 円

0 円

1

)

722円

14円

)

0円
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100

687
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(

(

(

)
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(

61

100円

)

226,700円

)

908円

)

567円

)

円

)

円

)

①

3,574,325 FI] 3,310,208円 264,117円

役員等からの寄附金の額が 20万 円以上

のものの合計額

0円

特定公益増進法人、認

定特定非営利活動法人
⑥

0円 0円

③

)

1,610,649円

)

1,610,649円 0円

①欄以外の同

一の者からの

寄附金の額が

1千円以上の

ものの合計額
◎欄以外の者

①

)

550円

同一の者からの寄附金の額が 1千円

未満のものの合計額

休眠預金等交付金関係助成金 ①
0円

5,185,524円

(

①

)

264,117 FI]
合  計 (○ +⑥+Θ+①+① ) ⑩

)

(

(

円

一＞ )

(



書式第3号の⑤ (法第44条・51条関係)

社員から受け入れた会費の明細表  第1表付表2(相対値基準用)

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場 実績判定期間 平成 30年 4月 1日 ～令和 5年 3月 31日

1 社員の会費に関する基準

社員の会費の額を分子に算入する場合は、実績判定期間において、次のイと口の基準を満たす必要

があります。

※ イと口の基準を満たしている場合は、「2 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算」を

行つてください。

2 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算

シ

W

社 員 の 会 費 の 額 の 合 計 額

共益 的活 動 の割 合 (第 2表 ③欄 )

① か ら控 除す る金額 (① ×②)

差  引  金  額 (① 一③ )

①
5,407,000円

②
0.21%

③
11,354円

④
5,395,646円

↓

対値基準。原則用)①欄又は、
対値基準・小規模法人用)④欄ヘ

相

相

表

表

第

第

(注意事項)

.社 員の会費に関する基準について確認するため、会則等や社員名簿の提示を求める場合があります。

基 準 基準を満たしている旨を証する書類の名称とその内容等 判  定

イ

社員の会費の額が合理的な基準に

より定められている

臨時総会議事録に「正会員会費月額 1000円 」と記載(平成

15年 2月 23日 (日 ))

いいえは い

ロ

社員 (役員等を除く。)の数が 20人

以上である

会員名簿に正会員 88名 登載 (内役員 18名 、役員

親族 17名 )(令和 5年 3月 31日 現在)

いいえ



シ

書式第6号の① (法第44条・51条 058条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

V

法人名 特定非営利活動法人多摩子 ども劇場 チェック‖嗣

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること ノ

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項) 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標 )

202,621,702円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 434,300円

⇒②ヘ

基準となる割合 (②÷①) ③ 0.21%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
③

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑮

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 434,300円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対 し、その者の意に反 した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (③ +⑮+◎+①+◎ ) ① 434,300円
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書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

∝憲事D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程専提出書類)の提出時においても配載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第馬条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

改めて配載する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄D夫脚割よ 第3表付表1「役員の状況」から転記してくださしヽ

③吸αりこつしては、′l嗽点以下第2位を切り1試,た数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③ 平成∞年4月 1日～平成31年 3月 31日
26人 2人 7.6% 3人 11.5%

⑤ 平成31年 4月 1日～令和2年 3月 31日

21人 2人 9.5% 3人 14.2%

◎ 令和2年 4月 1日 ～令和3年 3月 31日

"人
2人 9.0% 3人 13.6%

① 令和3年 4月 1日 ～令和4年 3月 31日

"人
2人 10% 3人 15%

◎ 令和4年 4月 1日へ冷和5年 3月 31日
19人 2人 10.5% 2人 10.5%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
20人 2人 10% 2人 10%

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ



第3表 (次葉)

G菫1中0
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

ェック (第 3表)

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある:場合も、当然に 曝騒いま明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできませ
‐
ん。

項
□
日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい はい はい はい はレヽ

いいえ

はい

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

Q」聾」璽狙室塾塑曇_菫璽堕壺聾聾里雖堕生里璽聾璽昼コ」通Ш堅K菫塾L

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

′
~ヽ

有くじ 有 有

/~ヽ
右

`征
|

ロ

ツ

有 有・無 有

ハ

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝D第○条に『各正会員の表決権は、平

等なものとする』と規定」のように記載します。

口の各欄

① 「会計に́丼 てヽ公議会計上又は監査

法人の監査を受けてルヽる」の iはυ上

l三」⊆:コ_Lど :」:甚:含」:ヨ菫:::]醤き!」!ユ]E[塗 :]重

位 こ⊆ ユエ
② i輌簿書類の備付け、取引の記録及

び崚簿書類の保存を青色申倍t晨人|●摯

した盪全には、_菫 3表付表2「塑塾國阻

艶盛塑Ш_董塾虹憂壁立整塗塾L

じて行つている」の「はセⅥ :こ「o」

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「①」について:よ イに記載する各期間

(「③」から「①」)を示したものです|。

,r\a&Jffr

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から輌①」については、イに記載する各期間

(「④」から「①」)を示したものです。_

二の各欄

し` しヽ しヽ し`

はい

毎 毎



ψ

'ヽ
iロノ

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載 した事

項について、改めて記載する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 26人 21人 22人 20人 19人 人 20人

2人 2人 2人 2人 2人 人 2人

3人 3人 3人 3人 2人 人 2人

役 員 の 内 訳

氏   名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

春田 祐子

市川 ひとみ

折田 緑

佐藤 順子

江日 正浩

 

 

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任肥6・ 5。 25

就任H12・ 10・ 25

ffiEH16.10.24

就任H12・ 10。 25

就任H15。 10・ 26

江口 寛子

齋藤 美穂

西山 規子

角折 弘子

近藤 直恵

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任H"・ 5。 25

就任H20。 5'18

就任H21・ 5・ 24

就任H25'5。 22

就任H25・ 5。 22

柴田 由紀

村上 佳子

島野 泉

中田 薫

藤原 絵里

理事

理事

理事

理事

理 事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任H12・ 10。 25

就任H22.5。 23

就任H15。 10・ 26

就任H27'5。 24

退任R4'5029

就任冊0'5。 24

離 R3.5.23

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの



▼

書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類):こ記載 した事

項について、改めて記載する必要はありません。

W

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ (́}″
´ ′ ′ ´

¬手請 時

役  員  数 人 人 人
´ r

″ ′ ′″ ノヽ

′ ´
″

人 人 人

才 去
´ ′ ′

″′~人
″

′ ″

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

横山 めぐみ

大迫 典子

谷 照代

濱尾 睦子

高山 美千子

 

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

励仕
雌

122・ 5'23

R3・ 8。 31

就任H15。 10。 26

退任Rl'5,19

就任H15・ 10・ 26

退任R3・ 5・ 23

就任肥4・ 5。 20

離 R3・ 5。 23

就任肥3・ 5。 22

離 RI。 5。 19

大庭 寛枝

齋藤 智子

阿部 伸子

中島 恭子

杉本 真澄

  

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任23.5・ 22

雌 Rl・ 5。 19

就任H24・ 5。 20

退任Rl・ 5。 19

理事就任H12・ 10。 15

理事退任Rl・ 5。 19

監事就任巴・5。 31

就任R3.5。 23

就任R3・ 5。 23

小池 真弓

五太子まゆみ

澤 亜紀子

梶原 政子

木島 和代

 

 

理事

理 事

理事

監事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任 H19.5.20

退任 H30.5.24

H24.5.20

ま屋111H30.5.24

R5.5.28

就任H12・ 10,25

退任舵・5。 31

就任26・ 5。 25

退任舵・5・ 31

就任
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書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載 した事

項について、改めて記載する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ´
`)″

_′ ″ ~

■
「

請時

役  員  数 人 人 人
´キ′

′ ′ ′′ フ ヽ

″
′ ″

人 人 人

A

´ ′ ノ ン

´ ′ ′

′′′~人
″ ′ ″

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

青木 洋子

阿部 淳子

須藤 正代

中山 夏織

監事

監事

監事

監事

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

就任H18。 6。 18

就任舵。
5。 31

退任R4・ 5。 29

就任舵。5'31

就任R4・ 5'29



V
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書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

mll腰領)

「伝票又は帳簿名」欄は、例えば『入鑢 」、「出枷 、「振替伝票」、:観金出納相む、「総勘定元帳」などのように記載します。
,「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁根簿」などのように配載します。
, 「記帳の時期」欄は、「都度」、「毎日」、「週1回」のように配載します。
1認定の有効期間D更新の申請に当たって|よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規濯等提出:密E)に配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

振替伝票 単票

ルーズリーフ

週 1回 7年

総勘定元帳 会計ソフト (会計王NK)

法人)を使用

)v*7. 1) *7

週 1回 7年

仕訳日記帳 会計ソフト (会計王 NPO

法人)を使用

ルーズリーフ

週 1回 7年

給与台帳 給与ソフト (TKC・ やよ

い給与明細オンライン)

を使用  ルーズリーフ

月 1回 7年

切手受払簿 手書き

ルーズリーフ

都度 7年

現金出納帳 手書き

ノ‐―ト

都度 7年



W
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書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初:榊

∝壺事:Q

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第55条第1項に基づく書類|(役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、改めて記載する必ヨまありません。

法人名 特定非営禾l雁i載法人多摩子ども劇場 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

ロ

ロ
ロ項 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有 ① 有 ① 有 ① 有 ① 有 ① 有 。無 有 ①

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有 。

① 有 ① 有 ① 有 ① 有 ① 有 。無 有 。
①

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有 。
① 有 ① 有 ① 有 r猛、

ヽじン 有・① 有 ・ 無
有。①

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申奇事寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して備場l」の利益の供与

の有無

^有 9ヽ 有④ 有① 有① 有① 有 。無
有c

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

′
~ヽ

有健リ 有① 有① 有① 有① 有・無 有①

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の禾l溢の供与の有無
′
~ヽ

有疑リ
′
~ヽ

有建ジ
′
~ヽ

有 レヽ|

′
~ヽ

有ヽ遷ジ
′
~ヽ

有 迎ヽジ
有 。無 有C

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。C
⌒

有 迎ヽノ
′
~ヽ

有 ツヽ
′…ヽ

有氏避ジ
⌒

有処リ 有・無
′
~ヽ

有無し



V
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(第 4表 1処鵜

∝憲中Q
口「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 01汲び二):よ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書Dの 提出時に

は配載及び添付の必要はありません。
口「ハ及び二」αЭこついては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

項
日
【 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 22621,Ю 2円

特定非営和括動に係る事業費の額 ② 202,621,702円

特定非営利活動の書l合 《Э÷(D ③ 1∞%

ハ

注口『ハJについて、事業費以外の指

欄により計算を行う増創こ:よ

使用した相欄臓|び単位を■崚し

てくださしヽ

使用した指標 単位

m助産拠盟菫亜菫」整
」土L皇笙墨L

項
日

【 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 5,"1,861円

受入寄附金総額の うち特定非営

利活動に係 る事業費に充てた額
② 5,231,861円

受入寄附金の充当割合 (②÷①) ③ 1∞%

※ハ、二について、実劇辟1嵯期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明配して下さしヽ

勘 定 科 目 金 額

円



し

し

書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

(注意申D
・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 1)」 は、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の

提出申 こ:“郡汲び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書わ に記載した事項につい

て、1改めて記載する必ヨまありません。

法人名 特定非営禾l偏置法人多摩子ども劇場

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこオしらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給 (実績判定期間及び申請書の提

出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について記載してくださし、

(注 1)「役員、社員、職員若しくは割附者若しくはこれらの者C酒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは割附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内

の親加 から受ける数 の他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又lよ〕こ掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏    名 職 名
法人との関

係 (注 2)

報酬・給与の

区 分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

 報酬 令和2年 4月 1日～令和5年 10月 %日 1,620,000円

 給与 平成∞年4月 1日 ～令和5年Ю月%日 7,332,000円

 給与 羽戎∞年4月 1日 ～令和5年 10月 %日 12,慶D,000円

給与 平成∞年4月 1日 ～令和5年 10月 %日 10,255,401円

給与 平成∞年4月 1日～令和5年 10月 %日 1,IB,電 1円

 給与 羽裁∞年4月 1日～令和3年 8月 31日 871,804円

 給与 羽載∞年4月 1日 ～令和5年 10月 %日 2,ⅨD,712円

給与 羽裁∞年4月 1日～令和4年 2月 28日 晨週,1“ 円

給与 平成30年 4月 1日～令和2年 3月 31日

 給与 令和3年6月 1日～令和5年 7月 ∞日

給与 平成鉤年4月 1日 ～令和3年 3月 31日

 給与 平成鉤年4月 1日～令和5年 10月 %日

給与 平成∞年4月 1日～令和5年 1月 31日

給与 平成∞年4月 1日～令和2年 12月 31日 14,16円

給与 令和1年 2月 1日 ～令和5年 Ю月%日

 給与 令和4年 7月 1日～令和5年 Ю月%日 135,391円

 給与 牟日コ4年 1月 1日～令和5年 3月 31日

給与 令和4年 6月 2日

(注 2)注 1のЭ～④の内容を具体的に識 します。

給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与のi総額

集 計 期 間 平成 ∞年 4月 1日 ～令和 5年 10月 %日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

17人
",46,2器

円
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書式第12号 (法第44条・51条・58条段諮系)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表イ寸表2(初葉)

(注意苺副D
・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 Iよ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提

出時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 5条第 1項に基づく書類 (役員網目腕財雲専提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

法人名 特定ブ1攀訴:括動法人多摩子ども劇場

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 (実績判

定期間丞び申壼書ョ2醍上L量ョニ重建撃塞塞l巳重闊菫全

`2旦

ユニらL生」請書42提」」ピ2壁]奎1=【ユ菫:11ゴ」堕壁言奎)について以下

の項目を記載してくださし、

(潤D「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事1情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上記0卿ま0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

 観劇費用等の割引
H3).4.1

～′Rl.331
71,∝Ю円 別表参照

 観劇費用等の割引 Rl.41～

Iじと3.31
136,3α)円 別表参照

観劇費用等の割引 R2.41´ν

R3.&31
58,5(Ю 円 男1俵参照

 観劇費用等の割引 R3.41～

R4.3.31
100,∝Ю円 月I俵参照

観劇費用等の割引 R4.41～

R5.3.31
42,まЮ円 別表参照

観劇費用等の割引 Iυ5.4.1^‐

II,.7.31
29,∝Ю円 別表参照

円

(2)資産の貸付け (金銭α割寸けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

関   係
貸 付 資 産 の 内 容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

円

な し

円

円

円

円

円

円



V

ヽノ

第 4表付表 2(初葉) 別紙                 特定非営利活動法人 多摩子ども劇場

役員等に対する資産の譲渡等の状況等
1(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)そ の他の取引条件等 別表

H30年度
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合言
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合計 総合計

ムーラの一人サーカス 200 30 6,000 100 19 1,900 7,900

ゴッコマンのだいじなもの 500 20 10,000 500 12 6,000 16,000

ほおずき寄席 1,000 25 25,000 500 ハ
０ 3,000 28,000

ロバハウスヘ行こう 500 24 12,000 500 16 8,000 20,000

99

H30年度合計

53

71,900

Rl年度
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合言
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合計 総合計

ちゃんぷる一 1,300 ＾
０ 7,800 2,300

ｒ
Ｏ 11,500 19,300

想像の童話 1,000 27 27,000 500 15 7,500 34,500

和太鼓ひむかしコンサート 2,500 27 67,500 11000 15 15,000 82,500

60
Rl年度合計

35

136,300

R2年度
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合言
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合計 総合計

とりのうた ＾
Ｕ

ｎ
〉

ｎ

〉

ハ
Ｕ

KOYOマイムライブ !大遭要
バージョン 500 24 12,000 ｎ

〉

ハ
Ｕ 12,000

ダンポーレ!

ｎ
〉

ｎ
〉

ｎ
〉

ｎ

ｖ 0

ぼくピンチなんです 500 20 10,000 ｎ
〉

ｎ

〉 10,000

わたしとわたし、ぼくとぼく 1,500 13 19,500 2,500 Ｑ

Ｖ 7,500 27=000

モテたい症候群岡田健太郎
のr7ノ :里去日:じ

jコツサート 500 19 9,500 Ａ
Ｕ

ｎ

Ｖ

ｎ

〉 91500

76

R2年度合計

3

58,500

R3年度
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合言
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合計 総合計

食器は歌う
ｎ

Ｖ

ハ
Ｕ

ｎ

Ｖ

Ａ
Ｕ

ｎ

〕

はれときどきぶた 500 20 10,000 ｎ

Ｖ
ハ
Ｕ 10,000

チカバンのパンパカ′ 500 14 7,000 Ａ
Ｕ

ｎ
〉 7,000

歌子さんのはじめてのコン
サート～最高の子守歌 ～

500 ｎ

ｖ

Ａ
Ｕ

ｎ
》

Ａ
Ｕ 0

ふわふわ山の音楽会 500 500 ハ
Ｕ

ｎ
〉 500

りんごかもしれない 500 30 15,000 Ａ
Ｕ

ｎ
〉 15,000

森は生きている 1,500 20 30,000 500 ａ

一 2,000 32,000

竜渾講 2,000 17 34,000 1,500 1,500 35,500

102

R3年度合計

5

1∞,0∞

152

95

79

107
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R4年度
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合舌
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合計 総合計

魔法の城のフシギな音楽会
ｎ

ｖ
ｎ
〉

ｎ

Ｖ

ｎ

Ｖ

Ａ
Ｕ

Ⅷtけ Lookの LiFs Circus!!! 500 24 12,000 ｎ

Ｖ

ｎ

Ｖ 12,000

ふしぎ駄菓子屋餞天堂 1,000 25 25,000 500 11 5,500 30,500

49
R4年度合計

11

42,500

第 4表付表 2(初葉)別 紙 特定非営利活動法人 多摩子ども劇場

60

58

395,700

R5年度
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合言
一般チケット
代との差額

人数 差額負担合計 総合計

The Gardener 500 24 12,000 ｎ

〉

ｎ

〉

ｎ

〉 12,000

ピアニカの魔術師 500 34 17,000 ｎ

〉

ｎ

ｖ

ｎ

ｖ 17,000

58

R5年度合計

0

29,000

ψ

W

2/2



取 引先 の氏名 等
法 人 と の

関   係
役務の提供の内容

役務の提

供専月日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

円

円

円

男ll紙にて言己載
円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

骸:当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

な し

3支出した寄附金 魅垂鎧亜墾墨塾延壁聾菌塾2日当旦を含聖壷業奎撞量輩雲狂塾二」匿能塾2貿量2ユ1主でに菫
し

支 出 先 の 名 称 等 住 所    等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

円

円

円な し

円

円

円

円

ν

つ

第4議ぎ
1寸

表 2(2欠葺Э

(えコ感1ド塀D

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表2)」 :よ 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出□Dの提出

時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



第 4表付表 2(次葉) 別紙

役員等に対する資産の譲渡等の状況等

1(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

 

 

 

特定非営利活動法人 多摩子ども劇場

取引先の氏名等
法人との

関  係

役務提供の内

容等
役務の提供年月 日 対 価 の 額 その他の取引条件等

有償ホ
゛
ランティア I130.12.12 24,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 

25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア Rl。 11.27

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア R3.3.31 45,000円 

R3.11.3 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア

25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア R4.9.22、

補助金要項の規定を上限と

し理事会にて定める
有償ホ

゛
ランティア R5。 3.12 6,300円

R5.9。21 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア

24,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア I130。 12.12

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア Rl。 11.27 25,000円 

R3.11.3 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア

25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア R4.9。22 

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア R5。 9。21 25,000円 

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
I130.12.12 24,000円 有償ホ

゛
ランティア

25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア Rl.11.27 

25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア R4.9.22 

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
R5。 9。21 25,000円 有償ホ

゛
ランティア

24,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア I130.12.12

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア Rl.11.27 25,000円 

R3.11.3 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア

60,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア R5。 9。21 

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア I130。 12.18 21,000円 

Rl.9.8 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア

R3.11.21 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア

R4.9。22 30,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア

30,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア R5.9。21

21,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア I130.12.18

助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
有償ホ

゛
ランティア Rl.9.8 35,000円 
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第 4表付表 2(次葉)別 紙 特定非営利活動法人 多摩子ども劇場

u

W

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.21 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.9.22 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 イ宇雀雪ホ
゛
ランティア I:130。 12。 12 24,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 3.12 22,050円 補助金要項の規定を上限と

し理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア I130。 12.18 21,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 琴手馨諄ホ
゛
ランティア Rl。 9。8 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.21 20,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 9。21 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア I:130。 12.18 21,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア Rl.11.27 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 9。21 30,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア I130。 12.18 21,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア Rl.9.8 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 イ宇馨藷ホ
゛
ランティア II130。 12.18 21,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

壁 面装飾製

作謝金

I130。 10。 13、

I:130。 10.23、

I130。 11.6、

I:130。 11.13、

I:130。 11.22、

I130。 12.10、

I130。 12.13、

I130.10.19、

I130.11.1、

I130.11.8、

I:130。 11.20、

I130。 11.28、

I130。 12.11、

I130.12.18

70,000円 過去か らの慣例によ

る支払い

1回 5000円

 有償ホ
゛
ランティア I130.12.12 24,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア H30.12.12 24,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア I180。 12.18 21,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.21 20,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5.9.21 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア I130.12.18 21,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア H30。 12.18 30,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア Rl.11.27 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.3 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4。 9。22 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 9。21 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア Rl.11.27 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.9。 22、 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
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V

▼

 有償ホ
゛
ランティア R5.3。 9 20,000円 補助金要項の規定を上限と

し理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。3.22 35,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 9。21 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア Rl.9.8 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 イ宇馨藷ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.9。22 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5.9。21 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア Rl.9.8 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.21 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア Rl.9.8 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.5。 5 8,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.3 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.9。22 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.21 20,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.9。22 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.9。22 40,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 9。21 40,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 広報・チラシ

作成

R3.10.7、  R3.10.11、
R3.12.21、 R3.12.29

100,000円 補助金要項の規定を最低賃

金とし理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 3.12 22,050円 補助金要項に基づく

 ホームページメンテナンス R5。 3.14 30,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.31 40,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 オンライン企画司会テクニ

カル、会場スタッフ続括、

R3.10。 7 、  R3.10.11 、
R3.12。 21、 R3.12.29

100,000円 補助金要項の規定を最低賃
金とし理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.11.3 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R5。 3.12 18,900円 補助金要項の規定を上限と

し理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3。 11.3 15,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 オンライン企画司会テクニ

カル、会昇スタッフ続括

R3.10。 7 、  R3.10。 11 、

R3.12.21、  R3.12.29

100,00円 補助金要項の規定を最低賃
金とし理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める
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第4表付表 2(次葉) 別紙 特定非営利活動法人 多摩子ども劇場

 有償ホ
゛
ランティア R3.3。29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

R3.3.29 500円 事業予算に基づき理事会にて定める 有償ホ
゛
ランティア

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 500円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.29 1,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3。 3.29 9,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R3.3.31 54,000円 事業予算に基づき理事会にて定める

 有償ホ
゛
ランティア R4.9.22 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

18,900円 補助金要項の規定を上限と

し理事会にて定める
 有償ホ

゛
ランティア R5。 3.12

 有償ホ
゛
ランティア Rl.9.8 35,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める

有償ホ
゛
ランティア R5。 9。21 25,000円 助成金要項の規定を上限と

し実行委員会にて定める
 

HPメ ンテナンス R3.3.30、 R3.4.7 183,000円 請求書に基づく

旨

W
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書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チエック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

L/tr,',

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10

人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取

ラ|

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその

寄附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

′



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 6、 7、 8表 )

W

し

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ相

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(潤目目阿D
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬朗程等提出書類)の提出時に当たつては 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

lよ 記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チエック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書Dに 配載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ④ ◎ ①

有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力て禾1播:を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表):よ 法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬嗣程鋳提出■奏Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 〆:心
ヽツ

有 有 海ふ
ヽツ

有 有
⌒

“

睡 〕
(`ニレ′

有 ・ 無 有

′
~ヽ

〔」壼:〕

ヽじン



書式第15号 (法第44条。51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営禾!偏:動法人多摩子ども劇場 チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等 は1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は口粥榛Fし く1訓防税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 餞2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (塁

i≧」證」腱]謹:塵:二」聾:国:望!壼i己」壁!田首匙:≧:]聖:壼!2[目:菫壁!二!主
=:五

i厘1艶登畳量豊塾:望菫:菫菫:量:型:量」[塵i園証:坦]E_I孟

`21生

L」望:型:

::」閣l饉星:邑:重慶〕凹L」塁!ヨ:堕Li堕:コ[」区1堕1:上還:童:L二重:1lL:L量」L:Liヨ :11里!堅」21:11塁塁i」堕1囲l国壁IEi□:⊆

“

:重lL::'1:腱 :目:望:1笙 L!』」E豆:)。

5国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特伊I認定特定非営申括動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非営稲 難 人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 ①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無

有 ①

特定井宅沐!括g混進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に販 したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 ①

暴力団の構成員等の有無 有・Qθ

い`:れ 。ヽ(2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

Blr..(（
６ 定款又は事業計画

.書
の内容が法令等に違反している:法人

4 国税又は地方税の滞納処分の散行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

滞
輌

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、
=L』L4」ヨロ壁う□□堕翻屋圏冒日冒望」睦≧堕」壁El≧重!土」L」墜□日堕国産菫[

_I曇望L4」_」堕璽墜」菫聾魯壼塵班E□L理奎日LI』壺区菫I壺」」目豊」L盤菫」睦量目量力菫ゴロ国L里里迪望Eう1自国塵匡ヨロ|□望≧]国ゴ:主」蔓■と____

※その他の事務所がある場創ま、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

※役員報酬規程等提出書には添付不要

は い
。 ヽｒ

Ｄ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

´
り 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 はい。6)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。4二)

W

W

′

イ

ロ

ハ



書式第16号 (法第44条・ 51条・ 58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 特定非営利活動法人多摩子ども劇場

V

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予

定場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充 当

予 定 額

子どもの活動の支

援

異年令の交流、大人と子ど

もが遊びあうための場づ

くり等

通年 奥多摩 質)人 0才～大人

3〔Ю人で事業

内容に関心

のあるもの

150,000円

子どもの芸術文化

体験の場づくりの

活動

舞台作品鑑賞の場づくり

等

通年 ′ゞルテノン

多摩他

300人 0才 ～大人

2,000人事業

内容に関心

のあるもの

1,ⅨЮ,ⅨЮ円

子どもの生活文化

体験の場づくりの

活動

自然の中での大家族体験

等

通年 多摩ニュ

→ウン地

域 他

20人 0才～大人延

べ1∞人事業

内容に関心

のあるもの

50,0∞ 円

子どもをとりまく

豊かな文化的環境

整備のための活動

子どもと大人が遊びあう

まちづくり、「ひろば」の

開催 等

通年 多摩ニュ

→ウン地

域 他

180人 0才～大人延

べ 350,(XЮ 人

事業内容 に

関心の ある

もの

2[Ю,∝Ю円

ヽ
_ヽノ




